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表紙

① 事業報告の「主要な事業所」「主要な借入先の状況」「会社の
新株予約権等に関する事項」「会計監査人の状況」「会社の体
制及び方針」

② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」

③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいた
だいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略
しております。

第38回定時株主総会資料
（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項）

第38期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
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主要な事業所、主要な借入先の状況

会 社 名 所 在 地

㈱フ ァ ル コ ホ ー ル デ ィ ン グ ス
本 店 京 都 市 左 京 区 聖 護 院 蓮 華 蔵 町 4 4 番 地 ３
大 阪 本 部 大 阪 市 中 央 区 内 平 野 町 １ 丁 目 ３ 番 ７ 号

㈱フ ァ ル コ バ イ オ シ ス テ ム ズ 本 社 京 都 市 左 京 区 聖 護 院 蓮 華 蔵 町 4 4 番 地 ３
㈱ア テ ス ト 本 社 京 都 府 宇 治 市 槇 島 町 落 合 1 2 1 番 地 の ２
㈱フ ァ ル コ フ ァ ー マ シ ー ズ 本 社 京 都 市 左 京 区 聖 護 院 蓮 華 蔵 町 4 4 番 地 ３
チ　ュ　ー　リ　ッ　プ　調　剤㈱ 本 社 富山県富山市新桜町2番21号MKD.9富山ビル
㈱メ デ ィ サ ー ジ ュ 本 社 大 阪 市 中 央 区 内 平 野 町 １ 丁 目 ３ 番 ７ 号

主要な事業所（2025年３月31日現在）

（単位：百万円）
借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 京 都 銀 行 944
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 100

主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）

（注）株式会社京都銀行からの借入額には、信託型従業員持株インセンティブ・プランの導入のために設定され
たファルコホールディングス従業員持株会専用信託が、当社株式を取得するための原資として行った当社
保証による借入額を含んでおります。
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会社の新株予約権等に関する事項

名 称
（ 発 行 決 議 日 ）

新 株 予 約 権
の 数

新 株 予 約 権 の
目的となる株式
の 種 類 及 び 数

行 使 期 間 行 使 価 額 行使の条件

第１回新株予約権
（2017年２月10日） 105個 普通株式

10,500株
2017年２月28日から
2037年２月27日まで

１株当たり
１円 （注）２．

第２回新株予約権
（2017年９月26日） 231個 普通株式

23,100株
2017年10月12日から
2037年10月11日まで

１株当たり
１円 （注）３．

第３回新株予約権
（2018年８月７日） 207個 普通株式

20,700株
2018年８月23日から
2038年８月22日まで

１株当たり
１円 （注）４．

名 称 区 分 新株予約権の数及び
目的となる株式の数 保 有 者 数

第１回新株予約権 取締役（監査等委員を除く）   57個（5,700株） ２名
第２回新株予約権 取締役（監査等委員を除く）  157個（15,700株） ２名
第３回新株予約権 取締役（監査等委員を除く）  124個（12,400株） ３名

会社の新株予約権等に関する事項
⑴　当事業年度末日における新株予約権の状況

（注）１. 上記の新株予約権は、当社の子会社の取締役（非常勤取締役及び使用人兼務取締役を除く。）に対
し、株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）として発行したものであります。子会社の取締
役には、当社役員を兼務する者が含まれております。

２. 第１回新株予約権の主な行使の条件
　　新株予約権者は、当社及び当社グループ会社のいずれの地位をも喪失した日の翌日から上記の行使期

間内において、新株予約権を行使することができます。その他の条件については、新株予約権発行の
取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間に締結した新株予約権割当契約に定めるとこ
ろによります。

３. 第２回新株予約権の主な行使の条件
　　新株予約権者は、当社及び当社グループ会社のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10年に限り

（但し、上記の行使期間内とする。）、新株予約権を行使することができます。その他の条件につい
ては、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間に締結した新株予約
権割当契約に定めるところによります。

４. 第３回新株予約権の主な行使の条件
　　新株予約権者は、当社及び当社グループ会社のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10年に限り

（但し、上記の行使期間内とする。）、新株予約権を行使することができます。その他の条件につい
ては、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間に締結した新株予約
権割当契約に定めるところによります。

⑵　当事業年度の末日において当社役員が有している新株予約権等の状況

（注）社外取締役には新株予約権を付与しておりません。
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会計監査人の状況

33百万円

33百万円

会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

PwC Japan有限責任監査法人

⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

②　当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計
監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人から必要な資料を入手し、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業
年度を含む会計監査人の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報
酬につき適切であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。

⑶　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事項のいずれかに該当し、
かつ改善の見込みがないと判断した場合、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任す
ることを決定するほか、会計監査人の独立性及びその職務の遂行状況に鑑み、職務を適切に遂行
することが困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的
とすることを決定する方針であります。

－ 3 －
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会社の体制及び方針

会社の体制及び方針
会社の業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
１）当社は、ファルコホールディングスグループで働くすべての取締役及び使用人が、法令・
定款を遵守し、社会に共感を得られる行動をとるため、「コンプライアンス規程」及び
「行動指針」を制定するとともに、その周知徹底を行う。

２）コンプライアンスの重要な問題を審議するとともに、ファルコホールディングスグループ
全社のコンプライアンス体制の整備及びコンプライアンスの遵守・徹底を推進し、コンプ
ライアンスへの取り組みを組織横断的に統括するため、リスク管理委員会を設置する。

３）財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な体制を整備し、有効性を定期的に評価
して、その評価結果を取締役会に報告する。

４）「行動指針」に反する行為またはその恐れのある事実、法令上疑義のある行為等について
使用人が直接情報提供を行う手段として外部専門家窓口を含む相談・通報体制を活用し、
コンプライアンスに係る問題の早期発見を図る。

５）反社会的勢力に対し、毅然たる態度で臨み一切の関係をもたないことを「反社会的勢力に
対する行動基準、倫理方針」に定めるとともに、外部専門機関との連携を通じ、反社会的
勢力からの不当要求に対処するための社内体制を整備する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、文
書等という）に記録し、保存する。また、取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるもの
とする。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
１）「総合リスク管理規程」に基づき、ファルコホールディングスグループ全体のリスクを組
織横断的・統括的に管理するリスク管理体制を整備・強化するため、リスク管理委員会を
設置する。

２）リスク管理委員会は、各部門担当取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務及び
各事業会社に係るリスク管理状況の把握及びリスク対策状況の検証を行い、必要に応じて
支援・提言を行うとともに、取締役会に報告する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
１）取締役会は、グループ戦略や資本政策を決定するとともに、グループ中期経営戦略、年度
予算等を決議し、定期的に進捗状況の把握及び是正を行う。

２）当社及び各事業会社の職務執行上の重要事項を報告、審議するため、必要に応じて代表取
締役の諮問機関を設置する。

３）各組織・役職等の役割・権限、所管事項を定め、意思決定及び業務執行を効率的かつ適正
に行う。

－ 4 －
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会社の体制及び方針

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
１）グループの経営戦略やグループ経営の根幹となる各種基本方針を事業会社に示すととも
に、「事業会社管理規程」を制定し、当社取締役会で承認する事項及び当社へ報告する事
項を定め、この規程に基づき事業会社の経営管理を行う。

２）内部監査部門は、コンプライアンス体制、リスク管理体制の監査を含め、当社及び各事業
会社の内部監査を実施し、その結果を当社取締役会に報告するとともに、当該部署及び事
業会社に対して業務の適正を確保する体制構築のための指導、助言を行う。

３）当社及び各事業会社における内部統制報告制度の整備・運営を適正に図るため、当社に事
務局を設置して、当社及び各事業会社間での内部統制に関する協議、情報の共用化、指
示・要請の伝達等を効果的・効率的に行う。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
　監査等委員会の求めに応じて、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置することがで
きる。

⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）から
の独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置する場合には、当該使用人の取締役（監査等
委員である取締役を除く。）からの独立性を確保するために、当該使用人の人事異動、人事
評価、懲戒処分等についての決定は監査等委員会の事前同意を得た上で行う。また、当該使
用人は監査等委員会の補助職務に関し、取締役以下当該使用人の属する組織の上長等の指揮
命令を受けないものとする。

⑧ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための
体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
１）当社及び各事業会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、①当社

及び各事業会社に重大な影響もしくは損害を及ぼすおそれのある事項、②重大な法令・定
款違反、③内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項、④コンプライアンスに係る
問題の相談・通報窓口への通報状況とその内容、⑤コンプライアンス上重要な事項、⑥重
要な訴訟・係争に関する事項を発見した場合は、監査等委員会に対して速やかに報告す
る。

２）当社及び各事業会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、毎月の
経営状況として重要な事項を監査等委員会に報告する。

３）監査等委員会への報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取
扱いを行わないものとする。

－ 5 －
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会社の体制及び方針

⑨　監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
１）監査等委員会は、当社の代表取締役、当社及び各事業会社の取締役（監査等委員である取
締役を除く。）と定期的な意見交換会を設ける。

２）監査等委員会は、会計監査人と定期的な会合を行い、内部監査人とも必要に応じて情報交
換・共有を行って、相互の連携を図る。

３）当社は、監査等委員会が独自に弁護士・公認会計士を委嘱し、特に専門性の高い法務･会
計事項についてはより高い専門性を有する専門家に相談できる機会を保障する。

４）当社は、監査等委員の職務の執行について生じる費用等を負担するため、毎年度一定額の
予算を設けるものとする。

⑵　会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
①　取締役の職務執行について
　定時取締役会を毎月１回、臨時取締役会を必要に応じてそれぞれ開催しております。
　当事業年度においては、定時取締役会を12回、臨時取締役会を４回開催し、経営に関する
重要な事項を審議・決定するとともに、取締役及び執行役員より定期的に報告を受けること
で、職務及び業務の執行状況、経営情報の共有等を行いました。

②　コンプライアンスについて
　「コンプライアンス規程」、「行動指針」を制定し、コンプライアンス体制を構築するとと
もに、コンプライアンスに係る問題を早期に発見するため、外部専門家窓口を含む相談・通
報体制を活用しております。

③　リスクマネジメントについて
　「総合リスク管理規程」を制定し、リスクを分類するとともに、組織・管理体制等について
定めております。また、リスク管理委員会を設置し、リスクを組織横断的に管理する体制を
整えており、同委員会に報告された事項については取締役会に報告しております。

④　監査等委員会が選定する監査等委員の職務遂行について
　監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるとともに、重要な
決裁書類等を閲覧しております。また、監査等委員会で定めた監査方針・監査計画等に基づ
き、グループ会社等への往査を実施し、業務執行の適法性、適正性を確認しております。さ
らに、定期的に、取締役（社外取締役含む）、会計監査人、内部監査部門と情報交換・共有
及び意見交換を実施し、監査の実効性の向上を図っております。
　当事業年度におきましては、監査等委員会を13回開催いたしました。
⑤　グループ管理体制について
　「事業会社管理規程」を制定し、当社取締役会で承認する事項、報告する事項を定め、事業
会社の管理・監督体制を構築しております。

－ 6 －
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書

( 2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで )

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
当連結会計年度期首残高 3,371 3,307 19,447 △821 25,305
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △800 △800
剰余金の配当(中間配当) △640 △640
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,920 1,920

自 己 株 式 の 取 得 △1,218 △1,218
自 己 株 式 の 処 分 △3 15 11
自 己 株 式 の 消 却 △438 438 －
株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額（純額）

当連結会計年度変動額合計 － － 37 △765 △727
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 3,371 3,307 19,485 △1,586 24,577

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
その他の包括利益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 642 642 78 26,026
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △800
剰余金の配当(中間配当) △640
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,920

自 己 株 式 の 取 得 △1,218
自 己 株 式 の 処 分 11
自 己 株 式 の 消 却 －
株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額（純額） △38 △38 △6 △45

当連結会計年度変動額合計 △38 △38 △6 △773
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 603 603 72 25,253
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製品、仕掛品、
原材料及び貯蔵品

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の
低下に基づく簿価切下げの方法）

連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

⑴　連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況

連結子会社の数 ５社
連結子会社の名称 株式会社ファルコバイオシステムズ

株式会社アテスト
株式会社ファルコファーマシーズ
チューリップ調剤株式会社
株式会社メディサージュ

⑵　連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

⑶　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資
（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるも
の）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて、
入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り
込む方法によっております。

棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）
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有形固定資産
　（リース資産を除く）

ⅰ）2007年３月31日以前に取得したものは旧定率法により償却しており
ます。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）については、旧定額法を採用しております。

ⅱ）2007年４月１日以降に取得したものは定率法により償却しておりま
す。
ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に
取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
ます。

建物及び構築物 10～65年
工具器具備品 ２～20年

無形固定資産
　（リース資産を除く）

定額法により償却しております。
ソフトウェア
市場販売目的のソフトウェアについては、販売可能な見込有効期間（３
年）に基づく定額法を採用しております。
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）
に基づく定額法を採用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

事業用定期借地権契約による借地上の建物については、残存価額を零と
し、契約残年数を基準とした定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

リース資産 リース資産については、リース契約期間に基づくリース期間定額法により
償却しております。

長期前払費用 支出の効果の及ぶ期間で均等償却しております。
③　重要な引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しておりま
す。

－ 9 －



2025/05/21 20:22:03 / 24182728_株式会社ファルコホールディングス_招集通知

連結注記表

④　収益及び費用の計上基準
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
（臨床検査事業）

臨床検査等は、主に医療機関等から依頼された臨床検査等に基づき、検査結果を医療機関等に報告し
た時点等で履行義務が充足されると判断しており、検査結果の報告時点等で収益を認識しておりま
す。また、取引の対価は概ね３カ月以内に受領しており重大な金融要素は含んでおりません。
試薬販売等は、主に医療機関等との試薬等の販売契約に基づき出荷時又は医療機関等の検収時に商品
の支配が医療機関等に移転し、履行義務が充足されると判断しており、出荷時から納品時までの期間
が通常の期間であるため、出荷時又は医療機関等の検収時に収益を認識しております。また、取引の
対価は概ね２カ月以内に受領しており重大な金融要素は含んでおりません。

（調剤薬局事業）
主に、患者等から応需した処方箋に基づき、患者等への薬剤の提供及び服薬説明等の調剤サービスを
完了した時点で、履行義務が充足されると判断しており、薬剤の提供及び服薬説明等の調剤サービス
の完了時に収益を認識しております。また、取引の対価は概ね２カ月以内に受領しており重大な金融
要素は含んでおりません。

（ICT事業）
クラウドシステムの販売等は、主に医療機関等との受注契約に基づき、当該システムを納品し、医療
機関等に検収された時点で履行義務が充足されると判断しており、医療機関等の検収時に収益を認識
しております。また、取引の対価は概ね１カ月以内に受領しており重大な金融要素は含んでおりませ
ん。
クラウドシステムの保守及びクラウド提供サービス等は、主に医療機関等とのサービス契約に基づ
き、契約期間にわたり履行義務が充足されると判断しており、契約期間にわたって収益を認識してお
ります。また、取引の対価は概ね１カ月以内に受領しており重大な金融要素は含んでおりません。

⑤　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
１）退職給付に係る負債の計上基準

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務
の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生した連結会計年度において一括で費用処理しておりま
す。
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末
自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

２）のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。

３）控除対象外消費税等の会計処理
棚卸資産に係る控除対象外消費税等については、当連結会計年度の費用として処理しております。
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臨床検査事業 調剤薬局事業 ICT事業 その他 合計

減損損失 － 99 18 0 117
有形固定資産、無形固定
資産及びリース資産 1,534 836 168 9,270 11,810

２．重要な会計上の見積りに関する注記
⑴　減損会計

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
(単位：百万円)

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
有形固定資産、無形固定資産、リース資産

当社グループは、事業環境の変化等により自社が保有する固定資産の価値が大幅に下落した場合並び
に店舗等の収益が低下した場合等、資産グループごとに回収可能性を判断し、その不足額がある場合に
は減損損失を計上しております。調剤薬局事業においては店舗単位、臨床検査事業においては会社単
位、ICT事業においては主な商材単位、その他（全社的な資産等）は個別単位でグルーピングを行って
おります。減損損失の認識の判定は、資産グループの割引前将来キャッシュ・フローを用いた回収可能
価額と帳簿価額との比較により行い、減損損失の測定は、使用価値又は正味売却価額により行っており
ます。上記の判定及び測定に用いる主要な仮定は、当社取締役会で承認された事業計画等に基づいてお
り、当該事業計画は臨床検査事業の受託検体数等、調剤薬局事業の薬価改定等の影響及び処方箋枚数
等、ICT事業の主な商材の販売数量等を想定して作成されたものであります。また使用価値の算定にお
いては、資本コストに基づく割引率を使用し、正味売却価額には不動産鑑定評価額等を使用していま
す。

なお、当該見積りは不確実性があるため、今後の経営環境の変化により将来キャッシュ・フローの見
積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。

⑵　税効果会計
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産982百万円、繰延税金負債292百万円
②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産
当社グループを取り巻く直近（当期及び過去3年）の事業環境及び課税所得水準を踏まえて会社分類

を行い、翌期以降の事業計画、将来予想課税所得、将来減算（加算）一時差異の解消時期のスケジュー
リング等を行い、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。

また、貸借対照表日現在で適用されている当社及び事業会社ごとに適用される税制及び税率を用いて
評価を行っております。

なお、当該見積りは今後の経営環境や当社の事業計画の前提条件に重要な変化が生じた場合には、翌
連結会計年度の繰延税金資産の評価に重要な影響を与える可能性があります。
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受取手形 2百万円
売掛金 6,207百万円

契約負債 110百万円

建物及び構築物 5,157百万円
工具器具備品 3,727百万円
リース資産 1,208百万円
その他 36百万円

３．追加情報
（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

当社は、従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っ
ております。

⑴　取引の概要
当社は、当社及び当社の子会社の従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付
与を目的として、2025年１月より「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship®）」を導入し
ております。
本プランは、「ファルコホールディングス従業員持株会」（以下、「持株会」といいます。）に加入す
るすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「ファ
ルコホールディングス従業員持株会専用信託」（以下、「E-Ship信託」といいます。）を設定し、E-
Ship信託は、今後７年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め取得します。その
後は、E-Ship信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点でE-
Ship信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適
格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、E-Ship信託が当社株式を取得するための借入に対し
保証をすることになるため、当社株価の下落によりE-Ship信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終
了時点においてE-Ship信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、当社が当該残債を弁済
することになります。

⑵　信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自
己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度842百万円、
354,800株であります。

⑶　総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当連結会計年度844百万円

４．連結貸借対照表に関する注記
⑴　顧客との契約から生じた債権の残高及び契約資産の残高

⑵　流動負債「その他」のうち、契約負債の残高

⑶　有形固定資産の減価償却累計額
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普通株式 10,880,177株

決 議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年６月21日
定 時 株 主 総 会

普通株式 800百万円 75円00銭 2024年３月31日 2024年６月24日

2024年11月８日
取 締 役 会

普通株式 640百万円 60円00銭 2024年９月30日 2024年12月２日

配当金の総額 662百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 63円00銭
基準日 2025年３月31日
効力発生日 2025年６月25日

普通株式 54,300株

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵ 剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
2025年６月24日開催予定の定時株主総会において、次の議案を付議いたします。
・普通株式の配当に関する事項

（注）配当金の総額には、従業員持株会専用信託が保有する当社株式に対する配当金22百万円が含ま
れております。

⑶ 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的と
なる株式の種類及び数
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６．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当社グループは、収益計画及び設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しており
ます。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により
調達しております。

②　金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び投資信託受益証券であり、市場価格の変動
リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが３カ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業取引及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日
後１年であります。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであ
り、償還日は最長で決算日後７年であります。

③　金融商品に係るリスク管理体制
・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、与信稟議規程に従い、営業債権について、各事業部門が主要な取引先の状況を定期
的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。

・市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社グループは、投資有価証券について、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握

し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
・資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社グループは、担当部署が資金繰計画を作成するとともに、手許流動性の維持等により流動性リス
クを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、
当該価額が変動することがあります。

－ 14 －
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連結注記表

連結貸借対照表計上額 時　　価 差　　額
⑴　受取手形及び売掛金 6,209 6,209 －
⑵　投資有価証券 3,550 3,550 －
　資産計 9,759 9,759 －
⑴　支払手形及び買掛金 4,284 4,284 －
⑵　短期借入金 400 400 －
⑶　長期借入金（注）3 844 844 －
⑷　リース債務 194 183 △11
　負債計 5,724 5,713 △11

⑵　金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：百万円）

（注）１．現金は注記を省略しており、預金、未払金、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿
価額に近似することから、注記を省略しております。

２．連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資については、「時価の算定に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）第24-16項に定める取
扱いを適用しており、記載を省略しております。当該出資の連結貸借対照表計上額は124百万円で
す。

3．長期借入金は信託型従業員持株インセンティブ・プランの導入に伴う従業員持株会専用信託にお
ける金融機関からの借入金であり、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額によっております。

⑶　金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する市場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

－ 15 －
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連結注記表

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　その他有価証券

株式 3,550 － － 3,550

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

受取手形及び売掛金 － 6,209 － 6,209
　資産計 － 6,209 － 6,209
支払手形及び買掛金 － 4,284 － 4,284
短期借入金 － 400 － 400
長期借入金 － 844 － 844
リース債務 － 183 － 183
　負債計 － 5,713 － 5,713

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、そ
の時価をレベル１の時価に分類しております。

受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金
　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金、リース債務
　これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利
率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
　なお、信託型従業員持株インセンティブ・プランの導入に伴う従業員持株会専用信託における金融
機関からの借入金であり、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。

７．賃貸等不動産に関する注記
　　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

－ 16 －
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連結注記表

収益の分解情報
臨床検査事業

調剤薬局事業 ICT事業 合計
臨床検査等 試薬販売等 小計

顧客との契約から
生じる収益 22,083 4,304 26,387 15,463 1,452 43,304

その他の収益 － 9 9 － － 9

外部顧客への
売上高 22,083 4,314 26,397 15,463 1,452 43,313

⑴　１株当たり純資産額 2,479円62銭
⑵　１株当たり当期純利益
⑶　潜在株式調整後１株当たり当期純利益

181円81銭
180円81銭

８．収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記　⑶　会計方針に関する事項　④収

益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

⑶　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法
を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記

（注）株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり当期純利
益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己
株式に含めており、また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式
に含めております。
１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の
期中平均株式数は当連結会計年度54,580株であります。また、１株当たり純資産額の算定上、控除し
た当該自己株式の期末株式数は、当連結会計年度354,800株であります。

１０．重要な後発事象に関する注記
　　該当事項はありません。

１１．その他の注記
　　記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

－ 17 －
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書
( 2024年 4 月 1 日から

2025年 3 月31日まで )
（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合　　　計配 当 平 均

積 立 金 別途積立金 繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 3,371 3,208 3,208 103 3,000 3,500 9,817 16,420
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △800 △800
剰 余 金 の 配 当
( 中 間 配 当 ) △640 △640

当 期 純 利 益 2,168 2,168
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 △3 △3
自 己 株 式 の 消 却 △438 △438
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － － 285 285
当 期 末 残 高 3,371 3,208 3,208 103 3,000 3,500 10,102 16,706

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
新株予約権 純資産合計

自 己 株 式 株 主 資 本
合 　 　 計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △821 22,179 642 642 78 22,900
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △800 △800
剰 余 金 の 配 当
( 中 間 配 当 ) △640 △640

当 期 純 利 益 2,168 2,168
自 己 株 式 の 取 得 △1,218 △1,218 △1,218
自 己 株 式 の 処 分 15 11 11
自 己 株 式 の 消 却 438 － －
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） △38 △38 △6 △45

当 期 変 動 額 合 計 △765 △479 △38 △38 △6 △525
当 期 末 残 高 △1,586 21,699 603 603 72 22,375
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個別注記表

有形固定資産 ⅰ）2007年３月31日以前に取得したものは旧定率法により償却しており
ます。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）については、旧定額法を採用しております。

ⅱ）2007年４月１日以降に取得したものは定率法により償却しておりま
す。
ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に
取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
ます。

建物及び構築物 10～65年

個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴　資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金
融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）に
ついては、組合契約に規定される決算報告日に応じて、入手可能
な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法に
よっております。

⑵　固定資産の減価償却の方法

事業用定期借地権契約による借地上の建物については、残存価額を零と
し、契約残年数を基準とした定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

無形固定資産 定額法により償却しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づいております。

⑶　引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しておりま
す。

－ 19 －
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個別注記表

建物及び構築物 3,542百万円
その他 105百万円

①　保証債務
株式会社アテスト（仕入債務） 256百万円

②　重畳的債務引受による連帯債務
株式会社ファルコバイオシステムズ 174百万円

株式会社メディサージュ 4百万円

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見
込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生した事業年度において一括で
費用処理しております。

２．重要な会計上の見積りに関する注記
⑴　減損会計
①　当事業年度の計算書類に計上した金額
減損損失　0百万円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①の金額の算出方法は、連結注記表「２．重要な会計上の見積りに関する注記　⑴　減損会計」の内容
と同一であります。

⑵　税効果会計
①　当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金負債292百万円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①の金額の算出方法は、連結注記表「２．重要な会計上の見積りに関する注記　⑵　税効果会計」の内
容と同一であります。

３．追加情報
（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結注記表「３．追加情

報」に同一の記載をしておりますので、注記を省略しております。

４．貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額

⑵　偶発債務

上記の関係会社について、債務保証を行っております。

2010年３月21日付の会社分割により、株式会社ファルコバイオシステムズが承継した債務につ
き、重畳的債務引受を行っております。

2010年10月１日付の会社分割により、株式会社メディサージュが承継した債務につき、重畳的債
務引受を行っております。
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個別注記表

短期金銭債権 214百万円
短期金銭債務 72百万円

営業収益 3,400百万円
営業費用 750百万円

普通株式 724,679株

繰延税金資産
未払事業税 13百万円
減価償却超過額 115百万円
減損損失 2百万円
関係会社株式 933百万円
繰越欠損金 180百万円
その他 100百万円
繰延税金資産小計 1,345百万円
評価性引当額 △1,345百万円
繰延税金資産合計 －百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △290百万円
その他 △2百万円
繰延税金負債合計 △292百万円
繰延税金資産（負債）の純額 △292百万円

⑶　関係会社に対する金銭債権債務

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高

６．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

（注）普通株式の自己株式数には、従業員持株会専用信託が保有する当社株式が354,800株含まれており
ます。

７．税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

－ 21 －



2025/05/21 20:22:03 / 24182728_株式会社ファルコホールディングス_招集通知

個別注記表

（単位：％）
法定実効税率 30.5
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △29.6
住民税均等割 0.1
評価性引当額の増減 △0.7
その他 0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.2

⑵　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

⑶　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026
年４月１日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が課されることとなりました。これに伴い、2026年
４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について
は、法定実効税率を30.5％から31.4％に変更し計算しております。
　この税率変更による影響は軽微であります。
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個別注記表

種 類 会社等の名称 議決権等の所有
(被所有 )割合

関連当事者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

子会社

株 式 会 社
ファルコバイオ
シ ス テ ム ズ

所有
直接
100％

業 務 受 託
建物の賃貸
資金の借入
資金の貸付
債 務 保 証
役員の兼任

業務受託手数料
（注１)

808 未収入金 93

受取配当金
（注７）

1,408 － －

建物の賃貸
（注２)

366 前受収益 33

資金の貸付
（注３)

407 短期貸付金 733

利息の受取
（注４)

1 － －

重畳的債務引受
（注５）

174 － －

株 式 会 社
ア テ ス ト

所有
直接
100％

業 務 受 託
債 務 保 証

業務受託手数料
（注１)

9 未収入金 9

受取配当金
（注７）

32 － －

債務保証
（注６）

256 － －

株 式 会 社
ファルコファー
マ シ ー ズ

所有
直接
100％

業 務 受 託
建物の賃貸
資金の借入
役員の兼任

業務受託手数料
（注１）

32 未収入金 70

受取配当金
（注７）

190 － －

建物の賃貸
（注２)

13 前受収益 1

資金の借入
（注３）

0 短期借入金 51

利息の支払
（注８）

0 － －

チューリップ調剤
株 式 会 社

所有
直接
100％

業 務 受 託
資金の借入
役員の兼任

業務受託手数料
（注１）

13 未収入金 4

受取配当金
（注７）

355 － －

資金の返済
（注３）

26 短期借入金 69

利息の支払
（注８）

0 － －

８．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（単位：百万円）
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個別注記表

種 類 会社等の名称 議決権等の所有
(被所有 )割合

関連当事者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

子会社 株 式 会 社
メディサージュ

所有
直接
100％

業 務 委 託
建物の賃貸
資金の貸付
債 務 保 証
役員の兼任

業務委託手数料
（注９）
建物の賃貸
（注２）
受取配当金
（注７）

749

35

120

未払金

前受収益

－

70

3

－

資金の回収
（注３）

58 短期貸付金 218

利息の受取
（注４）

0 － －

重畳的債務引受
（注10）

4 － －

（注１）業務受託手数料（2024年４月１日から2025年３月31日まで）の支払いについては、市場実勢を勘案
して、料率交渉の上で決定しております。

（注２）賃貸料については、市場実勢を勘案して、料金交渉の上で決定しております。
（注３）当社及び一部の子会社はＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入しております。ＣＭＳ

を利用した資金貸借取引については、取引の実態を明瞭に開示するために、取引金額は純額表示してお
ります。

（注４）資金の貸付については、市場金利を勘案して、貸付利率を決定しております。
（注５）2010年３月21日付の会社分割により株式会社ファルコバイオシステムズが承継した債務について、重

畳的債務引受を行っております。
（注６）仕入債務について、債務保証を行っております。なお、保証料は受領しておりません。
（注７）受取配当金については、グループ配当方針に基づき決定しております。
（注８）資金の借入については、市場金利を勘案して、借入利率を決定しております。
（注９）業務委託手数料（2024年４月１日から2025年３月31日まで）の支払いについては、市場実勢を勘案

して、料金交渉の上で決定しております。
（注10）2010年10月１日付の会社分割により株式会社メディサージュが承継した債務について、重畳的債務引

受を行っております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

９．収益認識に関する注記
　当社の収益は、主に子会社からの受取配当金及び業務受託料等であります。業務受託料等については、子
会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務を実施した時点で当社の履行義
務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生
日をもって認識しております。
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個別注記表

⑴　１株当たり純資産額 2,196円19銭
⑵　１株当たり当期純利益
⑶　潜在株式調整後１株当たり当期純利益

205円29銭
204円17銭

１０．１株当たり情報に関する注記

（注）株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり当期純利
益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己
株式に含めており、また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式
に含めております。
１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の
期中平均株式数は当事業年度54,580株であります。また、１株当たり純資産額の算定上、控除した当
該自己株式の期末株式数は、当事業年度354,800株であります。

１１．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

１２．その他の注記
　　　記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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